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このレポートは、投資の参考となる情報提供を目的としたもので、投資勧誘を意図するものではありません。投資の決定はご自身の判断と責任でなされますよう
お願い申し上げます。レポートに記載された内容等は作成時点のものであり、正確性、完全性を保証するものではなく、今後予告なく修正、変更されることがあ
ります。内容に関する一切の権利は大和証券にあります。事前の了承なく複製または転送等を行わないようお願いします。 

 
 

 

国際協力機構 

 

 

2016年度に JICA（国際協力機構）が Second Opinionを取得し、JICA債が社会開

発に資する事業を資金使途とするソーシャルボンドに認定されてから 3年度目が

過ぎた（2018年度は 12月で全ての起債を終えたようだ）。 

 

図表 1は 2016年度以降に JICA債投資を表明した投資家の一覧である。目を引く

のはまず、投資家の件数が 2016年度の 12件、2017年度の 7件から、2018年度は

24件へと増加したこと。そして 2016-17年度は生命保険や信用金庫が中心だった

業態も、2018年度は学校法人や地方公共団体など一段と多彩になったことだ。ソ

ーシャルボンドへの共感が広がっている。1980年代半ばに俳優の菅原文太氏が

-3℃のパーシャルフリージングが付いたナショナル冷蔵庫の CMで「時代はパーシ

ャル」と台詞を決めたが、現代の債券市場は「時代はソーシャル」が進んでいる。

2019年度もソーシャルボンド投資を通じた社会貢献の輪の拡大を期待したい。 

 
           図表 1：JICA 債の投資表明を行なった投資家 

 

              

2016年度 2017年度 2018年度

 合計 12 7 24

 生命保険  ソニー生命保険  エヌエヌ生命保険  朝日生命保険

 第一生命保険  住友生命保険

 大同生命保険  三井住友海上あいおい生命保険

 太陽生命保険  メディケア生命保険

 日本生命保険

 損害保険  損害保険ジャパン日本興亜

 都市銀行  三菱UFJ銀行

 地方銀行  愛知銀行  滋賀銀行  紀陽銀行

 七十七銀行

 第四銀行

 信用金庫  大分みらい信用金庫  鹿児島信用金庫  城南信用金庫

 福岡ひびき信用金庫  観音寺信用金庫  高山信用金庫

 目黒信用金庫  紀北信用金庫

 信用組合  秋田県信用組合

 労働金庫  北海道労働金庫  新潟県労働金庫

 協同組合  全国労働者共済生活協同組合連合会

 認可金融商品取引業協会  日本証券業協会

 学校法人  上智学院

 東京農業大学

 立正大学学園

 京都精華大学

 公益財団法人  自動車リサイクル促進センター

 政府機関  環境再生保全機構

 地方公共団体  愛知県名古屋市  富山県朝日町

 兵庫県丹波市

 埼玉県所沢市

 富山県冨山市

 岡山県真庭市

 岩手県矢巾町  
        

注：初めて表明した年度   出所：国際協力機構より大和証券作成（2019年 1月 31日現在） 
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菅原文太流に言えば「時代はソーシャル」 

 

◎ 2016 年度から始まった JICA のソーシャルボンドは、3 年度目の 2018 年度

に投資表明の件数と業態が大きく拡大した。1980 年代半ばに「時代はパー

シャル」という菅原文太氏の冷蔵庫の CM があったが、現代の債券市場は

「時代はソーシャル」が進んでいる。 

Credit Memorandum DSCR3168 

金融市場調査部 

クレジット・証券化調査課 

シニアクレジット 

アナリスト 

浜田 浩史 

 

大和証券株式会社 

2016 年度に JICA 債がソ

ーシャルボンドに認定さ

れてから 3 年度目が終了 

投資を表明した投資家の

件数も業態も大きく拡大 



  

無登録格付に関する説明書 
 

格付会社に対しては、市場の公正性・透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登録制が導入されてお
ります。これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合には、金融商品取引法
により、無登録格付である旨及び登録の意義等をお客様に告げなければならないこととされております。 

登録の意義について 
登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止・格付プロセスの公正性確保等の業務管理体制の整備義務、③格付
対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針等の作成及び公表・説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規
制を受けるとともに、報告徴求・立入検査、業務改善命令等の金融庁の監督を受けることとなりますが、無登録格付業者は、こ
れらの規制・監督を受けておりません。 
 
格付業者について 

＜スタンダード＆プアーズ＞ 
○格付会社グループの呼称等について 
・格付会社グループの呼称：S&Pグローバル・レーティング（以下「S&P」と称します。） 
・グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号：S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社（金融庁長官（格付）第５号） 

○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について 
S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社のホームページ（http://www.standardandpoors.co.jp）の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付
け情報」（http://www.standardandpoors.co.jp/unregistered）に掲載されております。 

○信用格付の前提、意義及び限界について 
S&P の信用格付は、発行体または特定の債務の将来の信用力に関する現時点における意見であり、発行体または特定の債務が債務不履行に陥る確率を示
した指標ではなく、信用力を保証するものでもありません。また、信用格付は、証券の購入、売却または保有を推奨するものでなく、債務の市場流動性
や流通市場での価格を示すものでもありません。信用格付は、業績や外部環境の変化、裏付け資産のパフォーマンスやカウンターパーティの信用力変化
など、さまざまな要因により変動する可能性があります。S&P は、信頼しうると判断した情報源から提供された情報を利用して格付分析を行っており、
格付意見に達することができるだけの十分な品質および量の情報が備わっていると考えられる場合にのみ信用格付を付与します。しかしながら、S&Pは、
発行体やその他の第三者から提供された情報について、監査・デュー・デリジュエンスまたは独自の検証を行っておらず、また、格付付与に利用した情
報や、かかる情報の利用により得られた結果の正確性、完全性、適時性を保証するものではありません。さらに、信用格付によっては、利用可能なヒス
トリカルデータが限定的であることに起因する潜在的なリスクが存在する場合もあることに留意する必要があります。 

※この情報は、平成 29年 3月 7日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当社が保証するものではありません。
詳しくは上記 S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社のホームページをご覧ください。 

＜ムーディーズ＞ 
○格付会社グループの呼称等について 
・格付会社グループの呼称：ムーディーズ・インベスターズ・サービス（以下「ムーディーズ」と称します。） 
・グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号：ムーディーズ・ジャパン株式会社（金融庁長官（格付）第２号） 

○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について 
ムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ（ムーディーズ日本語ホームページ（https://www.moodys.com/pages/default_ja.aspx）の「信用格付
事業」をクリックした後に表示されるページ）にある「無登録業者の格付の利用」欄の「無登録格付説明関連」に掲載されております。 

○信用格付の前提、意義及び限界について 
ムーディーズの信用格付は、事業体、与信契約、債務又は債務類似証券の将来の相対的信用リスクについての、現時点の意見です。ムーディーズは、信
用リスクを、事業体が契約上・財務上の義務を期日に履行できないリスク及びデフォルト事由が発生した場合に見込まれるあらゆる種類の財産的損失と
定義しています。信用格付は、流動性リスク、市場リスク、価格変動性及びその他のリスクについて言及するものではありません。また、信用格付は、
投資又は財務に関する助言を構成するものではなく、特定の証券の購入、売却、又は保有を推奨するものではありません。ムーディーズは、いかなる形
式又は方法によっても、これらの格付若しくはその他の意見又は情報の正確性、適時性、完全性、商品性及び特定の目的への適合性について、明示的、
黙示的を問わず、いかなる保証も行っていません。ムーディーズは、信用格付に関する信用評価を、発行体から取得した情報、公表情報を基礎として行
っております。ムーディーズは、これらの情報が十分な品質を有し、またその情報源がムーディーズにとって信頼できると考えられるものであることを
確保するため、全ての必要な措置を講じています。しかし、ムーディーズは監査を行う者ではなく、格付の過程で受領した情報の正確性及び有効性につ
いて常に独自の検証を行うことはできません。 

※この情報は、平成 30年 4月 16日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当社が保証するものではありませ
ん。詳しくは上記ムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページをご覧ください。 

＜フィッチ＞ 
○格付会社グループの呼称等について 
・格付会社グループの呼称：フィッチ・レーティングス（以下「フィッチ」と称します。） 
・グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号：フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社（金融庁長官（格付）第７号） 

○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について 
フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社のホームページ（https://www.fitchratings.co.jp/web/）の「規制関連」セクションにある「格付方針等
の概要」に掲載されております。 

○信用格付の前提、意義及び限界について 
フィッチの格付は、所定の格付基準・手法に基づく意見です。格付はそれ自体が事実を表すものではなく、正確又は不正確であると表現し得ません。信
用格付は、信用リスク以外のリスクを直接の対象とはせず、格付対象証券の市場価格の妥当性又は市場流動性について意見を述べるものではありません。
格付はリスクの相対的評価であるため、同一カテゴリーの格付が付与されたとしても、リスクの微妙な差異は必ずしも十分に反映されない場合もありま
す。信用格付はデフォルトする蓋然性の相対的序列に関する意見であり、特定のデフォルト確率を予測する指標ではありません。 
フィッチは、格付の付与・維持において、発行体等信頼に足ると判断する情報源から入手する事実情報に依拠しており、所定の格付方法に則り、かかる
情報に関する調査及び当該証券について又は当該法域において利用できる場合は独立した情報源による検証を、合理的な範囲で行いますが、格付に関し
て依拠する全情報又はその使用結果に対する正確性、完全性、適時性が保証されるものではありません。ある情報が虚偽又は不当表示を含むことが判明
した場合、当該情報に関連した格付は適切でない場合があります。また、格付は、現時点の事実の検証にもかかわらず、格付付与又は据置時に予想され
ない将来の事象や状況に影響されることがあります。信用格付の前提、意義及び限界の詳細にわたる説明については、フィッチの日本語ウェブサイト上
の「格付及びその他の形態の意見に関する定義」をご参照ください。 

※この情報は、平成 28年 5月 13日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当社が保証するものではありませ
ん。詳しくは上記フィッチのホームページをご覧ください。                           以上 
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お取引にあたっての手数料等およびリスクについて 

手数料等およびリスクについて 

●株式等の売買等にあたっては、「ダイワ・コンサルティング」コースの店舗（支店担当者）経由で国内

委託取引を行う場合、約定代金に対して最大 1.24200％（但し、最低 2,700 円）の委託手数料（税込）

が必要となります。また、外国株式等の外国取引にあたっては約定代金に対して最大 0.97200％の国内

取次手数料（税込）に加え、現地情勢等に応じて決定される現地手数料および税金等が必要となります。

●株式等の売買等にあたっては、価格等の変動（裏付け資産の価格や収益力の変動を含みます）による損

失が生じるおそれがあります。また、外国株式等の売買等にあたっては価格変動のほかに為替相場の変

動等による損失が生じるおそれがあります。

●信用取引を行うにあたっては、売買代金の 30％以上で、かつ 30 万円以上の委託保証金が事前に必要で

す。信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行うことができることから、損失の額が差し入れた

委託保証金の額を上回るおそれがあります。

●債券を募集・売出し等により、又は当社との相対取引により売買する場合は、その対価（購入対価・売

却対価）のみを受払いいただきます。円貨建て債券は、金利水準の変動等により価格が上下し、損失が

生じるおそれがあります。外貨建て債券は、金利水準の変動に加え、為替相場の変動等により損失が生

じるおそれがあります。また、債券の発行者または元利金の支払いを保証する者の財務状況等の変化、

およびそれらに関する外部評価の変化等により、損失が生じるおそれがあります。

●投資信託をお取引していただく際に、銘柄ごとに設定された販売手数料および運用管理費用（信託報酬）

等の諸経費、等をご負担いただきます。また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれが

あります。

ご投資にあたっての留意点 

●取引コースや商品毎に手数料等およびリスクは異なりますので、上場有価証券等書面、契約締結前交付

書面、目論見書、等をよくお読みください。

●外国株式、外国債券の銘柄には、我が国の金融商品取引法に基づく企業内容の開示が行われていないも

のもあります。

商号等 ：大和証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 108号 

  加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、 

一般社団法人第二種金融商品取引業協会 


